
 

 

 常時働いている労働者が１０人未満であれば，労基法上，使用者は就業規則作成

義務を負いませんので，就業規則を作成・届出をしなくても労基法違反にはなりま

せん。 

 しかし，懲戒処分をするためには就業規則に規定を設けて周知させる必要があり

ますし，就業規則に労働時間や賃金等の労働条件を画一的，統一的に定めることが

できますので，労働者が１０人未満の会社であっても就業規則を作成することをお

勧めします。 
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Ｑ880．従業員が１０人未満の場合に就業規則を作成する必要はありま

すか。 


